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1. 本ガイドラインの位置付け 

1.1 背景及び目的 

我が国では、少子高齢化の進展等を背景に、官民を問わず、社会資本の整備、管理における担い手

の不足が課題となっている。しかしながら、頻発する大規模災害からの復旧・復興事業、国家的な大

規模事業等に対しても、将来にわたり、持続的に対応していくことが求められる。 

こうした中、近年、国土交通省直轄の大規模災害復旧・復興事業、大規模事業等において、調査・

設計等の事業の上流段階から、官民双方の技術者の多様な知識・豊富な経験を融合させることにより、

効率的な事業マネジメントを行う「事業促進ＰＰＰ」の導入が進んでいる。事業促進ＰＰＰは、平成

23 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震の後、総延長が約 380km にも及ぶ三陸沿岸道路等の復興道

路事業を円滑かつスピーディに実施するため、東北地方整備局が平成 24 年度から導入したのが最初で、

その後、各地の高規格幹線道路等の大規模事業等においても導入されている。 

このように、官民の技術者が一体となって効率的な事業マネジメントを行う事業促進ＰＰＰの適用

事例が増加する一方で、事業促進ＰＰＰの標準的な実施方法、業務内容、仕様書の記載方法等が十分

に確立しておらず、大規模災害時等に速やかに導入するためには、標準的な実施手法、業務内容、仕

様書の記載例等を示したガイドラインが必要であるといった課題が指摘されていた。 

本ガイドラインは、国土交通省の直轄事業において、事業促進ＰＰＰを導入する際に参考となる実

施方法、業務内容、仕様書の記載例等を示したものであり、大規模災害発生後の復旧・復興事業、大

規模事業等において、事業促進ＰＰＰを必要なときに速やかに導入するために作成したものである。 

事業促進ＰＰＰを導入する場合は、本ガイドラインを参照しつつ、適切な運用に努められたい。 

 
1.2 本ガイドラインの位置付け 

本ガイドラインは、国土交通省直轄の大規模災害復旧・復興事業、大規模事業等において、事業促

進ＰＰＰを導入する場合に適用する。すなわち、本ガイドラインは、技術職員を有する国土交通省の

直轄事業のうち、大規模災害復旧・復興事業、大規模事業等の業務量が著しく増大する状況下におい

て、事業全体計画の整理、測量・調査・設計業務の指導・調整、地元及び関係行政機関との協議、事

業管理（事業工程及びコストの管理等）、施工管理、ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支援等のマ

ネジメント業務を直轄職員が柱となり、官民の技術者が多様な知識・経験を融合させながら行う事業

促進ＰＰＰを導入する場合に適用する。 

なお、大規模災害復旧・復興事業、大規模事業等は、事業促進ＰＰＰを導入するだけで、事業の円

滑な進捗が約束されるものではない。発注者（テックフォース、リエゾンを含む）が、事業全体計画

の立案、的確な判断・指示等を行いながら、事業促進ＰＰＰ、発注者支援業務（積算・監督・技術審

査等）、業務（測量・調査・設計等）、工事（維持・準備・本体）を組み合わせた体制において、各

者が有する多様な知識・経験・能力を引き出し、融合させるマネジメントを行うことにより事業は促

進される。 

本ガイドラインは、地方公共団体等の発注者が体制を強化する場合にも、参考となる点はあるもの

の、技術職員を有する国土交通省の直轄事業への適用を前提に、事業のマネジメント能力を有する直

轄職員が柱となり、直轄職員と事業促進ＰＰＰの受注者が一体となってマネジメント業務を行うもの

となっている。そのため、地方公共団体の事業に適用する場合には、発注者の体制の状況に応じて、

受注者が行う業務範囲等が異なることが考えられるため、別途検討が必要である。一方で、技術職員

が一定数存在する地方公共団体等においては、発注者の体制の状況等を考慮しながら、事業促進ＰＰ

Ｐの受注者が行う業務範囲等を見直しつつ、本ガイドラインを準用できる場合もある。 

 

1.3 本運用ガイドラインの改定経緯 

 本ガイドラインは、大規模災害発生後の復旧・復興事業、大規模事業等において、事業促進ＰＰＰ

を必要なときに速やかに導入するために平成 31 年 3 月に作成したものである。 

 今般、本ガイドライン策定後に事業促進ＰＰＰを実施してきた中で、担い手の確保・育成、受注イ



2 

 

ンセンティブの向上等の課題への対応や、新たな知見を反映するため、令和 3 年 3 月に本ガイドライ

ンを改定した。 

 一方で、事業促進ＰＰＰ等のマネジメント業務は、調査・設計・用地・施工の事業段階全体への適

用のみならず、維持管理への対応や個別の事業段階での適用等、活用ニーズは多様化している。その

ため、事業促進ＰＰＰを調査・設計・用地・施工の事業段階全体に導入するタイプ（総合型）と維持

管理を含めた複数、又は、単独の段階に導入するタイプ（事業段階選択型）に区分した。また、イン

フラ分野のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）によるＢＩＭ／ＣＩＭの活用に対応するため、

対象業務に追記した。更に、受注者の選定、業務遂行、評価の参考となるよう、事業促進ＰＰＰの配

置技術者及び発注者側の調査職員に求められる能力に関する記載を充実した。これらの改善を図るた

め、本ガイドラインを改定するものである。 

 

1.4 国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰの特徴 

 

国土交通省直轄事業に適用する事業促進ＰＰＰの特徴を以下に示す。 

 

・事業促進ＰＰＰは、直轄職員が柱となり、官民がパートナーを組み、発注者の情報・知識・経験、

民間技術者の施工技術等の情報・知識・経験を融合させることにより、効率的な事業マネジメン

トを行い、事業の促進を図ることを第一の目的として導入する。 

 

・事業促進ＰＰＰは、事業全体計画の整理、測量・調査・設計業務の指導・調整、地元及び関係行

政機関との協議、事業管理、施工管理、ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支援等のマネジメン

ト業務を行うものであり、積算、監督、技術審査等の比較的定型的な補助業務を行う発注者支援

業務、単純な資料作成を行う資料作成補助業務とは区別される。 

 

・事業促進ＰＰＰは、調査・設計・用地・施工の事業段階全体に導入するタイプ（総合型）と調査・

設計・用地・施工・維持管理のうち複数、又は、単独の段階に導入するタイプ（事業段階選択型）

に区分される。事業段階選択型では、事業促進ＰＰＰを導入する事業の特性、導入する段階や目

的に応じて、必要な事業段階を取捨選択可能である。 

 

・事業促進ＰＰＰの受注者は、発注者と一体となったチームを編成し、業務を実施する。そのため、

事業促進ＰＰＰの業務内容の設定、事業促進ＰＰＰの受注者が参加可能な業務の範囲の設定等に

あたっては、公平中立性に留意する。 

 

・技術提案・交渉方式を適用すると、施工者の情報・知識・経験を調査・設計等に反映でき、また、

施工者による調査・設計等への技術協力の段階から、地元及び関係行政機関等との協議、近隣工

事との工程調整等において、施工者の協力を得ることが可能である。発注者、施工者、設計者そ

れぞれの得意分野を活かしつつ、効率的、効果的な体制、役割分担を構築できるように、事業の

特性、段階や目的に応じて、事業促進ＰＰＰの他、技術提案・交渉方式の適用を検討してもよい。 

 

・発災直後の初動対応（被災状況把握、啓開、応急対策）、応急復旧は、直轄職員（テックフォー

ス、リエゾンを含む）、維持工事等の既存体制、災害協定に基づく随意契約による業務、工事等

で対応し、事業促進ＰＰＰは、本復旧段階の業務の増大期に向けて導入することを基本とする。 

 

・事業促進ＰＰＰは、事業全体計画の整理、測量・調査・設計業務の指導・調整、地元及び関係行

政機関との協議、事業管理（事業工程及びコストの管理）、施工管理、ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モ

デル）活用支援等のマネジメント業務を直轄職員が柱となり、受発注者が一体となって実施する
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（図-1.1 領域２）。なお、予算管理、契約、最終的な判断・指示は発注者の権限とする（図-1.1

領域１）。 

 

・直轄職員が柱となり、受発注者が一体となった業務の進め方、役割分担の詳細は、本ガイドライ

ンの 2.5 業務内容に記載する。また、過去の事業促進ＰＰＰ導入事例における有効な取り組み事

例、直轄事業で多いリスク事例を併記し、受発注者が事業促進ＰＰＰの業務内容に対して共通の

認識を持てるよう配慮している。 

 

・発注者が、事業促進ＰＰＰ、発注者支援業務（積算・監督・技術審査等）、業務（測量・調査・

設計等）、工事（維持・準備・本体）等を組み合わせた体制において、各者が有する知識・経験・

能力を引き出し、融合させるマネジメントを行うことにより事業は促進される。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支援を行う場合、領域２に含める 

図-1.1 事業促進ＰＰＰの位置づけ 

 

1.5 事業促進ＰＰＰの分類 

本ガイドラインでは、事業促進ＰＰＰを、調査・設計・用地・施工の事業段階全体に導入するタイ

プ（総合型）と調査・設計・用地・施工・維持管理のうち複数、又は、単独の段階に導入するタイプ

（事業段階選択型）に区分する。 

事業促進ＰＰＰの各タイプの概要と適用する段階を表-1.1 に示す。 

 

表-1.1 事業促進ＰＰＰの各タイプの概要と適用する段階 

タイプ 概要 
適用する段階 

調査 設計 用地 施工 管理 

総合型 
調査、設計、用地、施工のうち、全て

の段階に適用 
〇 〇 〇 〇  

事業段階

選択型 

調査、設計、用地、施工、管理のうち、

複数、又は、単独の段階に適用 
複数、又は、単独の段階に適用 

 



4 

 

1.6 用語の定義 

1.6.1 事業促進ＰＰＰ 

（１）事業促進ＰＰＰ 

事業促進ＰＰＰの定義を表-1.2 に示す。 

 

表-1.2 事業促進ＰＰＰの定義 

用語 定義 

事業促進ＰＰＰ 事業促進を図るため、直轄職員が柱となり、官民がパートナーシップを組み、

官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験を融合させながら、事業全

体計画の整理、測量・調査・設計業務の指導・調整、地元及び関係行政機関と

の協議、事業管理、施工管理、ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支援等のマ

ネジメント業務を行う方式 

 

平成 24 年度より、東北地方整備局が三陸沿岸道路等において導入した事業促進ＰＰＰでは、図-1.2

に示すように、管理技術者、主任技術者（事業管理、調査、設計、用地、施工の各専門家）、担当技

術者からなる民間技術者チームと事務所チーム（監督官、係長、担当者）が一体となった体制を構築

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.2 事業促進ＰＰＰの体制 

 

図-1.3 に示す通り、事業促進ＰＰＰを導入し、発注者の情報・知識・経験、民間技術者が持つ施工

技術等に関する情報・知識・経験を融合させることにより、事業を効率的に進める工夫、施工段階で

の手戻りを回避する気づきが生まれ、事業の促進を図ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※測量・地質含む 
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図-1.3 事業促進ＰＰＰの特徴 

 

（２）事業促進ＰＰＰと技術支援業務（ＣＭ）との関係 

 事業促進ＰＰＰは、直轄職員が柱となり、官民がパートナーシップを組み、官民双方の技術者が有

する多様な知識・豊富な経験を融合させながら、効率的なマネジメントを行うことにより、事業の促

進を図ることを第一の目的として導入するものである。 

一方、ＣＭ・ＰＭは、技術職員がいない又は著しく少ない発注者が導入する場合があり、国土交通

省直轄事業の事業促進ＰＰＰとは、導入する背景や目的に異なる点がある。ＣＭは、1960 年代に米国

で始まった建設生産・管理システムであり、ＣＭＲ（コンストラクション・マネージャ、ＣＭの受注

者）が、技術職員がいない又は著しく少ない発注者の支援や代わりをする目的で導入することが多い。 

 ＣＭは、工事に対する現場立ち合いや契約図書の確認等を行うのが一般的であり、工事の受注者に

対する指導・助言、地元及び関係行政機関との協議等を行う事業促進ＰＰＰとは区別する。ただし、

ＣＭの一般的な業務内容（工事に対する現場立ち合いや契約図書の確認）に加え、工事の受注者に対

する指導・助言、地元及び関係行政機関との協議等を行う場合は、事業促進ＰＰＰとなる。 

 

（３）事業促進ＰＰＰと事業管理支援業務（ＰＭ）との関係 

 事業管理支援業務（ＰＭ）は、工程・コストの管理、事業進捗調整（ＰＭ）会議の支援を行うもの

であり、測量・調査・設計業務の指導・調整、地元及び関係行政機関との協議等を行う事業促進ＰＰ

Ｐとは区別する。ただし、事業管理支援業務（ＰＭ）の業務内容に加え、測量・調査・設計業務の指

導・調整、地元及び関係行政機関との協議等を行う場合は、事業促進ＰＰＰとなる。 

 

1.6.2 発注者支援業務との関係 

発注者支援業務は、表-1.3 に示す通り、積算技術業務、工事監督支援業務、技術審査業務、用地補

償総合支援業務等がある。事業促進ＰＰＰは、事業全体計画の整理、測量・調査・設計業務の指導・

調整、地元及び関係行政機関との協議、事業管理、施工管理、ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支

援等のマネジメント業務を行うものであり、比較的定型的な補助業務を行う発注者支援業務とは区別

される。 

 

 

 

 

 

発注者の情報・知識・経験 

施工技術等の情報・知識・経験 

※測量・地質含む 
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表-1.3 発注者支援業務の例 

分類 業務分野 業務内容 

工事の発注及び監督・検査に

関わる補助業務 

積算技術業務 工事発注用図面、数量総括表、積算資

料、積算データ等の作成 

工事監督支援業務 請負工事の履行に必要となる資料作成

や施工状況の照合及び確認、工事検査

等への臨場、設計図書と工事現場の照

合等 

技術審査業務 入札契約手続における企業の技術力評

価のための審査資料の作成 

施設管理に関わる補助業務 河川巡視支援業務 河川構造物の点検、不法行為の指導 

河川許認可審査支援業務 河川の各種占用申請等の審査・指導等 

ダム・排水機場管理支援業

務 

ダム等の機器点検、洪水時、緊急時等

のゲート操作補助等 

道路巡回業務 道路構造物の点検・確認、不正使用・

不法占用点検等 

道路許認可審査・適正化指

導業務 

道路の不正使用・不法占用の私道取締

り、各種占用申請等の審査・指導等 

用地交渉を行い、土地の提供

について理解を得る業務 

用地補償総合支援業務 公共用地交渉用資料の作成、権利者に

対する公共用地交渉の実施等 

 

1.6.3 用語の定義 

本ガイドラインの用語の定義を表-1.4 に示す。 

 

表-1.4 用語の定義 

 用語 定義 

1 発注者 支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しく

は分任契約担当官をいう。 

2 受注者 業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法

人をいう。又は法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 

3 事業監理業務 直轄職員を柱に、発注者と事業促進ＰＰＰの受注者が双方の知識・経験を融合

させながら、事業に関するマネジメントを行う業務をいう。 

4 監理業務受注者 事業促進ＰＰＰの受注者をいう。 

5 調査職員 契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承

諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第９条第１項《調査職員の条項》に規

定する者であり、総括調査員、主任調査員及び調査員を総称していう。  

6 総括調査員 業務の総括業務を担当し、主に管理技術者に対する指示、承諾又は協議のうち

重要なものの処理及び重要な業務内容の変更、一時中止の必要があると認める

場合における契約担当官等（会計法第２９条の３第１項に規定する契約担当官

等をいう。）への報告を行い、主任調査員、調査員の指揮監督を行う者をいう。 

重要なものの処理及び重要な業務内容の変更とは、契約変更に係る指示、承諾

等をいう。 

7 主任調査員 業務を担当し、主に管理技術者に対する指示、承諾又は協議の処理（重要なも
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のを除く。）、業務内容の変更(重要なものを除く。)及び総括調査員への報告、

調査員への指示を行う者をいう。 

8 調査員 業務を担当し、主に、総括調査員又は主任調査員が指示、承諾を行うための内

容確認及び総括調査員又は主任調査員への報告を行う者をいう。 

9 検査職員 業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第３２条第２項

《検査等の条項》の規定に基づき、検査を行う者をいう。 

10 管理技術者 契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第１０条第１項

《管理技術者等の条項》の規定に基づき、 受注者が定めた者をいう。 

11 主任技術者 管理技術者のもとで業務の執行にあたり、主に技術上の監理をつかさどる者

で、受注者が定めた者（管理技術者、担当技術者を除く。）をいう。 

12 担当技術者 管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者（管理技術者、主

任技術者を除く。）をいう。  

13 委任 全権を与えるものではなく、判断・意志決定については調査職員の承諾を受け

て行うことをいう。 

14 契約図書 契約書及び設計図書をいう。  

15 契約書 事業・施工調査業務委託契約書をいう。 

16 設計図書 仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をい

う。  

17 仕様書 共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸基準

を含む。）を総称していう。  

18 共通仕様書 業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。  

19 特記仕様書 共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書を

いう。 

20 数量総括表 業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。  

21 現場説明書 業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明する

ための書類をいう。 

22 質問回答書 現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書

面をいう。 

23 図面 入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図

面及び図面のもとになる計算書等をいう。  

24 指示 調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示

し、 実施させることをいう。  

25 請求 発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をも

って行為、あるいは同意を求めることをいう。  

26 通知 発注者若しくは調査職員が受注者に対し又は受注者が発注者若しくは調査職

員に対し、業務に関する事項について書面をもって知らせることをいう。  

27 報告 受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知

らせることをいう。 

28 申出 受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同

意を求めることをいう。  

29 承諾 受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、
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調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

30 質問 不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

31 回答 質問に対して書面をもって答えることをいう。 

32 協議 書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等

の立場で合議することをいう。 

33 提出 受注者が調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を

説明し、差し出すことをいう。 

34 書面 手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したもの

を有効とする。 

１）緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるもの

とするが、後日書面と差し換えるものとする。 

２）電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。 

35 打合せ 業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者と調査職員が面談により、業

務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

36 検査 契約書第３２条《検査等の条項》に基づき、検査職員が業務の完了を確認する

ことをいう。 

37 協力者 受注者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。 

38 使用人等 協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。 

39 了解 契約図書に基づき、調査職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理

解して承認することをいう。 

40 受理 契約図書に基づき、受注者、調査職員が相互に提出された書面を受け取り、内

容を把握することをいう。 
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2. 大規模災害復旧・復興事業に適用する事業促進ＰＰＰ 
2.1 大規模災害復旧・復興事業に適用する事業促進ＰＰＰのタイプと業務項目の選択 

大規模災害復旧・復興事業の事業促進ＰＰＰは、総合型、事業段階選択型のいずれかを適用する。

なお、本ガイドラインの２章は、総合型に関する事項を中心に記載するとともに、業務内容は、多様

な場面に対応できるよう網羅的に記載している。そのため、事業促進ＰＰＰを導入する段階や目的に

応じて、タイプを設定し、必要な業務項目を取捨選択することが可能である。 

 

2.2 復旧・復興計画の立案 

大規模災害復旧・復興事業は、事業促進ＰＰＰを導入するだけで、事業の円滑な進捗が約束される

ものではない。発注者（テックフォース、リエゾンを含む）が、事業全体計画の立案、的確な判断・

指示等を行いながら、事業促進ＰＰＰ、発注者支援業務（積算・監督・技術審査等）、業務（測量・

調査・設計等）、工事（維持・準備・本体）を組み合わせた体制において、各者が有する多様な情報・

知識・経験・能力を引き出し、融合させるマネジメントを行うことにより事業は促進される。 

大規模災害復旧・復興事業のタイムラインは、一般的に、図-2.1 に示すように、初動対応、応急復

旧、本復旧の順となる。発注者は、図-2.1 に示すような災害復旧・復興事業のタイムラインを踏まえ、

災害復旧・復興計画を立案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 応急復旧：緊急的に機能回復を図る工事 

本復旧 ：被災した施設を原形に復旧する工事、または、再度災害を防止する工事 

図-2.1 災害復旧・復興事業のタイムライン 

 

2.3 導入時期及び期間 

2.3.1 導入時期 

発災直後は、初動対応（被災状況の把握、啓開、段差処理・仮支持等の安全対策）、応急復旧（盛

土等の比較的簡易な工事）は、発注者による明確な指揮が重要となる。そのため、こうした段階では、

テックフォース、リエゾンを含む発注者自らによるマネジメントの下、既に契約している維持工事、

災害協定に基づく随意契約等を適用した業務、工事を中心とした体制確保を図るのがよい。 

 事業促進ＰＰＰは、復旧・復興計画の立案と並行しながら、本復旧段階の業務の増大期に適切に対

処できるように導入する。発注者は、立案した復旧・復興計画を踏まえ、事業促進ＰＰＰの業務内容、

配置技術者の人数・要件等をできる限り明確にすることが重要である。 
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2.3.2 導入期間 

 事業促進ＰＰＰは、災害復旧・復興事業計画を踏まえ、業務の増大期において、必要な期間にわた

り実施する。事業を円滑に進めるためには、測量、調査、設計、施工等の段階を超えて、事業の関係

者間での情報・知識・経験の融合が重要となる。そのため、事業が複数年にわたる場合、複数年の契

約や、２年目以降の契約を随意契約とする等の検討が必要となる。また、事業段階に応じて、求めら

れる技術者の人数等が変化することも考えられるため、事業の進捗に応じて体制の変更に適切に対処

することが必要である。 

 

2.4 工区の設定 

 図-2.2 に事業促進ＰＰＰの工区設定の考え方、表-2.1 に工区の大小とメリット・デメリットを示す。

大規模災害復旧・復興事業においては、年度途中での急な体制確保となることも考えられる。そのた

め、常駐・専任を課す技術者数が過大となると受注者の負担となる場合があるため、適切に工区を設

定する必要がある。なお、三陸沿岸道路等復興道路の事業促進ＰＰＰでは、図-2.3 に示すように 10

～20km 毎の工区が設定された。 

 また、大規模なトンネル工事、橋梁工事、橋梁補修工事等、高度な専門性を必要とし、調査・設計

等の事業の上流段階から施工者のノウハウを導入することで、事業の促進を図ることができる場合に

は、技術提案・交渉方式を組み合わせるのがよい。なお、熊本地震の災害復旧では、大規模な地すべ

り箇所の復旧ルート（北側復旧ルート）における二重峠トンネル工事で、技術提案・交渉方式を適用

した。また、北側復旧ルートに対して、事業管理・技術支援業務（ＰＭ・ＣＭ）が導入された。図-2.4

に熊本災害復旧・復興（北側復旧ルート）における技術提案・交渉方式の活用例を示す。 

技術提案・交渉方式を適用する場合、施工者による調査・設計段階からのマネジメントが行えるた

め、監理業務受注者の常駐・専任の負担の軽減にも寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.2 工区設定の考え方 
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表-2.1 工区の大小とメリット・デメリット 

 工区を大きく設定する場合 工区を小さく設定する場合 

メリット ・工区内の業務、工事の件数が多くなり、 

 工程等の工夫の余地が広がる 

・業務、工事の受注制限を受ける範囲が 

 縮小する 

デメリット ・業務量が増え、受注者の体制確保上の 

負担が大きくなる 

・業務、工事の受注制限を受ける範囲が 

拡大する 

・業務規模が小さくなり、常駐・専任の 

人数が多いと受注意欲が低下する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.3 三陸沿岸道路における工区設定の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.4 熊本災害復旧・復興（北側復旧ルート）における技術提案・交渉方式の活用例 
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2.5 業務内容 

2.5.1 業務構成 

 事業促進ＰＰＰは、以下の（１）～（６）の業務により構成される。また、本ガイドラインは、国

土交通省直轄の各種事業への適用を想定しているものの、東北の復興道路等の既往事例を参考にしつ

つ、多様な場面に対応できるよう、総合型としての業務内容を網羅的に記載している。そのため、事

業促進ＰＰＰを導入する事業の特性、導入する段階や目的に応じて、必要な業務項目を取捨選択する

ことが可能である。例えば、着工までの計画・調査・設計段階において事業促進ＰＰＰを導入する場

合は、（４）事業管理のうち用地に関する業務の項目及び（５）施工管理の項目を省略又は別業務と

して発注することが考えられる。また、（６）ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支援を業務内容に

含める場合は、監理業務受注者の体制確保上の負担が大きくなることが考えられるので、業務内容や

業務量が過大にならないよう留意する。 

 

（１）事業全体計画の整理 

（２）測量・調査・設計業務等の指導・調整等 

（３）地元及び関係行政機関等との協議 

（４）事業管理等 

（５）施工管理等 

（６）ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支援 

 

 事業促進ＰＰＰにおける業務項目の選択例を表-2.2 に示す。 

 

表-2.2 事業促進ＰＰＰの業務項目 

事業促進ＰＰＰの業務項目  

事業全体計画の整理 ◎ 

測量・調査・設計業務等の指導・調整等 ◎ 

地元及び関係行政機関等との協議 ◎ 

事業管理等 〇 

施工管理等 〇 

ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支援 〇 

       （凡例）◎：原則設定、○：適宜設定可能 

       ※ 業務項目は、必要に応じて，取捨選択、追加が可能 

 

2.5.2 業務内容設定の基礎的な考え方 

直轄職員が柱となり、（１）事業全体計画の整理、（２）測量・調査・設計業務の指導・調整、（３）

地元及び関係行政機関との協議、（４）事業管理、（５）施工管理、（６）ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モ

デル）活用支援等のマネジメント業務を監理業務受注者と発注者が一体となって実施する。予算管理、

契約に関する業務、最終判断・指示は、発注者が実施する。 

 直轄職員が柱となり、発注者と監理業務受注者が一体となった業務の進め方、役割分担の詳細につ

いては、特記仕様書の記載例に示す。ただし、実際の事業において生じうる状況を特記仕様書であら

かじめ網羅することが困難な場合もあることから、特記仕様書に明示がない事項、不測の状況が生じ

た場合は、調査職員と監理業務受注者が協議の上、適切な対処方法を決定することを「（７）その他」

に記載した。また、事業の促進のため、不測の状況に対しても、受発注者双方が協力的に対処するこ

とが重要である。 

 なお、工事に対する積算、監督、技術審査等については、発注者支援業務により実施することとし、

事業促進ＰＰＰの業務内容は、これらの業務を含めていない。また、大規模なトンネル工事、橋梁工
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事、橋梁補修工事等、高度な専門性を必要とし、調査・設計等の事業の上流段階から施工者のノウハ

ウを導入することで、事業の促進を図ることができる場合には、技術提案・交渉方式を適用する。 

 事業促進ＰＰＰの業務内容の考え方を図-2.5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支援を行う場合、領域２に含める 

図-2.5 事業促進ＰＰＰの業務内容の考え方 

 

2.5.3 業務内容設定における留意点 

事業促進ＰＰＰは、①事業全体計画の整理、②測量・調査・設計業務の指導・調整、③地元及び関

係行政機関との協議、④事業管理、⑤施工管理、⑥ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支援等のマネ

ジメント業務を行うものである。そのため、事業促進ＰＰＰの業務内容の設定、監理業務受注者が参

加可能な事業促進ＰＰＰ工区内の業務の範囲の設定にあたっては、公平中立性に留意する。例えば、

業務の受注者とは中立的な立場で行う必要がある予算管理、契約、最終判断・指示は、発注者の役割

であり、積算、技術審査等、発注者が業務の受注者とは中立的に実施すべき業務は、発注者が別途契

約する発注者支援業務の活用等の対応が必要となる。 

また、事業促進ＰＰＰの特記仕様書等において、対象工区における事業全体計画案、公告時点での

測量・調査・設計業務、工事の実施予定、進捗状況、地元及び関係行政機関の関係者、不確定要素等

の情報を可能な範囲で明示することは、受注者側での体制確保を適切かつ円滑に行う上で有効である。

一方で、事業促進ＰＰＰの特性上、公告時点では明示できない情報があることにも十分留意し、必要

な場合は、事業促進ＰＰＰの契約後、必要な準備期間を確保する等の対策が考えられる。 

 

2.5.4 業務内容 

（１）事業全体計画の整理 

測量・調査・設計業務の指導・調整、地元及び関係行政機関との協議、事業管理、施工管理、ＢＩ

Ｍ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支援等のマネジメント業務を的確に実施するためには、個々の業務、

工事と事業全体の進捗状況が、調査職員、監理業務受注者との間で適切に共有され、より効率的な事

業展開となるように日々検討されることが重要である。そのため、本ガイドラインでは、監理業務受

注者は、事業の工程、進捗状況等の状況が視覚的に共有できる事業全体の工程表を作成することとし

た。 

なお、本ガイドラインでは、事業促進ＰＰＰの導入にあたり、発注者が復旧・復興事業計画を立案
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し、監理業務受注者は、調査職員より、業務着手時点における対象工区の事業全体計画案に関する説

明等を受けることとしている。しかしながら、大規模災害復旧・復興事業においては、様々な業務を

同時並行で進めており、不確定要素が多く存在する。そのため、事業全体計画の整理にあたっては、

不確定要素についても把握し、事業工程の管理において不確定要素を考慮することが重要となる。 

特記仕様書の記載例、「（１）事業全体計画の整理」における有効な取り組み事例、直轄事業で多

いリスク事例を以下に示す。 

 

＜特記仕様書の記載例（事業全体計画の整理）＞ 

（１）事業全体計画の整理 

１）事業全体計画案の把握・改善 

①業務の着手にあたり、調査職員より、対象工区の事業全体計画案に関する説明等を受けるとともに、

現地状況の確認等を行い、業務着手時点における対象工区内の測量・調査・設計業務、工事の実施予

定、進捗状況、地元及び行政機関の関係者、不確定要素等を把握するものとする。 

②把握した事業全体計画案について、より効率的な事業展開となるよう事業計画案の改善検討を行い、

検討結果を調査職員に報告するものとする。 

③調査職員の指示により、採用されることとなった検討結果を事業全体計画案に反映し、事業全体計

画案を改善するものとする。 

２）工程表の作成 

業務着手後、調査職員、監理業務受注者との間で、事業の工程、進捗状況等が視覚的に共有でき、

より効率的な事業展開に関する検討が円滑に実施できるよう、１）で整理した事業全体計画を踏まえ、

事業全体の工程表を作成し、調査職員に報告する。なお、工程表の作成方法（記載内容、表示方法等）

は、調査職員との協議の上決定する。 

 

＜有効な取り組み事例（事業全体計画の整理）＞ 

 事業全体計画、進捗状況の把握が容易になるよう、事業管理担当の技術者が中心となり、調査・設

計・施工等の一連の作業を網羅した詳細な工程表を作成の上、執務室に掲示し、クリティカルパス、

計画と実際の進捗状況の乖離を視覚的に把握することにより、工程管理の効率化を実現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.6 工程表の作成例 
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＜直轄事業で多いリスク事例（事業全体計画の整理）＞ 

■事例１ 橋梁工事において、橋台背面側の隣接工事（別発注）の遅延により、橋台背面側からの施

工が困難となり、橋台前面側から施工する方法に変更した。 

■事例２ トンネル工事において、坑口付近の小規模橋梁工事（別発注）の遅延により、小規模橋梁

のトンネル工事の搬入・搬出経路としての使用開始時期が遅延した。 

《事例１，２からの教訓》 

国土交通省直轄事業では、比較的大規模な橋梁、トンネル等の工事において、橋梁、トンネル等

の本体工事が発注される前に、取り付け道路等の準備工事や隣接する区間の工事に先行的に着手し、

全体工期の最適化を図る例が多い。これらの準備工事、隣接工事の進捗状況は、本体工事の施工空

間、搬入・搬出路としての使用に影響を与える例が多い。個々の工事の工程管理だけではなく、調

査・設計・施工等の一連の作業を網羅した詳細な工程、進捗状況を把握の上、工程管理を行うこと

が重要である。 

 

（２）測量・調査・設計業務等の指導・調整等 

 「測量・調査・設計業務等の指導・調整等」は、個々の業務等における１）設計方針等の調整、２）

工程の把握及び調整、３）指導・助言、４）指示・協議等、５）成果内容の確認、６）検査資料確認

の各段階や場面において、（１）で整理した事業全体計画との関係に留意しつつ、監理業務受注者が

持つ技術的知見を活かして、事業全体の工程、コスト等が最適になるよう、調査職員と一体となって、

測量・調査・設計業務等の受注者に対する指導・調整等を行う。 

 測量・調査・設計業務の実作業は、個々の業務の受注者が行い、監理業務受注者は、これらの業務

に対する指導・調整等を中心に行うことより、常駐・専任を課す技術者数が過大にならないよう配慮

する。一方で、業務における設計方針、工程、成果内容等が最適化されるよう、監理業務受注者が持

つ技術的知見を活かして、監理業務受注者自らが必要な検討を行うことも想定している。 

特記仕様書の記載例、「（２）測量・調査・設計業務等の指導・調整等」における有効な取り組み

事例、直轄事業で多いリスク事例を以下に示す。 

 

＜特記仕様書の記載例（測量・調査・設計業務等の指導・調整等）＞ 

（２）測量・調査・設計業務等の指導・調整等 

１）設計方針等の調整 

測量・調査・設計業務等受注者から提出される業務計画書等の確認を行い、確認した業務計画書及

び確認結果を調査職員に報告するものとする。また、隣接する区間との設計方針等の調整を行うもの

とする。 

２）工程の把握及び調整 

①測量・調査・設計業務等の工程を把握するとともに、検査時期、業務成果品の引渡し時期を確認し、

調査職員に報告するものとする。 

②予定工程が著しく遅れることが予想される測量・調査・設計業務等がある場合は、当該測量・調査・

設計業務等受注者に対して、その理由とフォローアップの実施を求めるものとする。 

③測量・調査・設計業務等の進捗の遅れが、全体工程に対して著しく影響があると判断される場合は、

その旨を調査職員に報告しなければならない。また、当該測量・調査・設計業務等受注者から事情を

把握し、全体業務工程の最適化を図るための是正措置を提案するものとする。また、隣接する区間と

の工程について、調整を図るものとする。 

３）測量・調査・設計業務等の指導・助言 

①工事施工の観点及び、事業期間の短縮が図られるよう、測量・調査・設計業務等受注者に対し、適

切かつ的確な指導・助言を行うものとする。 
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②測量・調査・設計業務等が効率的、効果的に実施できるよう、測量・調査・設計業務等受注者に対

し、適切かつ的確な指導・助言を行うものとし、その内容について調査職員に報告するものとする。 

４）測量・調査・設計業務等の指示・協議等 

測量・調査・設計業務等の契約書及び設計図書に示された指示、承諾、協議及び受理等にあたり、

不明確な事項の確認や、対応案の作成が必要となる場合には、調査職員の指示により必要に応じて現

場条件等を把握し、対応案を作成し調査職員に提出するものとする。 

５）測量・調査・設計業務成果内容の確認 

①測量・調査・設計業務成果について、成果の妥当性、事業期間の短縮等の観点から業務内容の確認

を行い、その結果を調査職員に報告するものとする。 

②測量・調査・設計業務等において行う工法・施工計画について、効率的、効果的な施工方法及び施

工計画となるよう代替案、改善案について検討を行い、調査職員に報告するものとし、調査職員の承

諾を得て、測量・調査・設計業務等受注者に対し必要な対処案の作成を指示し、その結果について調

査職員と協議するものとする。 

６）測量・調査・設計業務等の検査資料確認 

 測量・調査・設計業務の契約図書により義務づけられた資料及び、検査に必要な書類及び資料等に

ついて確認を行うものとする。また、業務完了検査に立会うものとする。 

 

＜有効な取り組み事例（測量・調査・設計業務等の指導・調整等）＞ 

・地質調査の結果を解析して、盛土構造とするには大掛かりな地盤改良が必要となる恐れがあること

に気がつき、道路構造を連続高架橋に変更することで地盤改良範囲を最小にし、工期を短縮した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.7 業務の指導・調整例 
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＜直轄事業で多いリスク事例（測量・調査・設計業務等の指導・調整等）＞ 

■事例３ 橋梁工事において、設計時に想定していなかった地質や地下水圧の状況が確認され、基礎

の設計や施工方法の変更が必要となり、工程が遅延した。 

■事例４ トンネル工事において、断層帯が設計時の想定よりも広く、対策工が追加され、工程が遅

延した。 

《事例３，４からの教訓》 

国土交通省直轄工事では、工事の発注にあたり、ボーリングデータ等の地質条件を示しているも

のの、実際には、想定外の地質条件等が出現し、工事の手戻りを生じる例がある。事業工程に重大

な影響を与える構造変更、工法変更のリスクを有する場合は、設計段階に地質等の追加調査、リス

クを踏まえた施工方法や施工手順の採用等の対策が必要である。 

■事例５ 橋梁工事において、狭隘部の施工困難な箇所があることを施工者が発見し、設計を修正し

た。 

《事例５からの教訓》 

工事の着手にあたり、詳細設計の内容に狭隘部等の施工困難な箇所が発見され、設計の修正を要

する事例も多い。こうした施工段階の手戻りを回避するため、施工に精通した技術者が事業促進Ｐ

ＰＰに参画することにより、施工性に優れた設計となるよう設計業務への指導・調整等が求められ

る。なお、技術提案・交渉方式を適用する場合、施工者の知見・経験を設計に反映することができ、

設計に起因する施工段階の手戻りを回避する効果が期待できる。 

 

（３）地元及び関係行政機関等との協議 

 「地元及び関係行政機関等との協議」は、個々の測量・調査・設計業務等に伴う協議を、１）立入、

２）地元との調整・協議、３）関係行政機関との調整・協議、４）協議資料の作成の各段階、場面に

おいて、（１）で整理した事業全体計画、（２）で把握・調整した測量・調査・設計業務等の工程と

の関係に留意しつつ行うものである。なお、４）地元及び関係行政機関等との協議資料の作成につい

ては、設計業務、工事、資料作成等補助業務の受注者が行い、監理業務受注者は、調整・協議等のマ

ネジメント業務を中心に行う場面が多いと想定されるものの、事業の円滑な促進には、急な協議への

対応、相手や場面に応じた臨機の対応等のため、本ガイドラインでは、調査職員から指示があった場

合には、監理業務受注者が協議資料の作成を行うこととした。 

地元及び関係行政機関等との協議は、土地立入の確認、苦情・要望への対応、設計条件・内容の確

認等、対外的な調整・協議が多く、一貫性のある説明が必要なため、協議は、調査職員の指示・指導

に基づき行う。また、協議の中には、発注者自ら行うものも多くあり、発注者が中心となり行う協議

に監理業務受注者の同席を求めるケース、監理業務受注者が中心となり協議を行うケース等、協議の

相手、段階、内容等に応じて、適切な協議の体制、役割分担にて実施すること必要である。そのため、

地元及び関係行政機関等との協議は、発注者と監理業務受注者との協議の上、適切な体制で実施する。 

表-2.3 に地元及び関係行政機関等の例を示す。 

  

表-2.3 地元及び関係行政機関等の例 

区分 協議の対象 

地元 地権者、住民、自治会、組合、地方公共団体（県・市町村）等 

関係行政機関等 公安委員会、県教育委員会、 

河川、道路、鉄道、電力、電話、ガス、水道、森林、 

本省、本局、国総研※、土研※、学識経験者※等 

※特に高度な技術を必要とする場合に実施 

 

特記仕様書の記載例、「（３）地元及び関係行政機関等のとの協議」における有効な取り組み事例、
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直轄事業で多いリスク事例を以下に示す。 

 

＜特記仕様書の記載例（地元及び関係行政機関等との協議）＞ 

（３）地元及び関係行政機関等との協議 

地元及び関係行政機関等との協議は、調査職員の指示・指導に基づき行うものとする。 

１）測量・調査・設計業務等の立入に関する地元説明 

 測量・調査・設計業務等の実施に伴い、地元関係者の土地に立入る必要がある場合は、調査職員の

指示により、当該地元関係者に対し土地立入について了解を得るものとする。 

２）測量・調査・設計業務等に関する地元との調整・協議 

 地元関係者等から事業に関する苦情・要望等があった場合、その内容を確認し調査職員に報告する

ものとし、調査職員の指示により当該関係者との協議を行うものとする。 

３）関係行政機関等との調整・協議等 

①設計等を実施する前に、関係行政機関と設計条件等の基本的事項を確認（計画協議）するものとし、

その結果について調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 

②計画協議に基づき実施した設計内容を確認する他、工事を施工するうえで必要な設計の詳細内容及

び設計施工協議の状況を確認するものとし、その結果について調査職員に報告し、指示を受けるもの

とする。 

③（１）で整理した事業全体計画を踏まえ、関係行政機関等との速やかな調整・協議を図るものとす

る。なお、関係行政機関等から再検討、要望、指示等を受けた場合は、遅延なくその旨を調査職員に

報告するものとし、調査職員の承諾を得て、測量・調査・設計業務等受注者に対し、必要な対処案の

作成を指示し、その結果について調査職員と協議するものとする。 

④保安林解除、埋蔵文化財調査、環境調査及びその他事業の推進に必要な調整・協議事項について、

調査職員の指示により適切に処理するものとする。なお、関係行政機関等から再検討、要望、指示等

を受けた場合は、延滞なくその旨を調査職員に報告するものとし、調査職員の承諾を得て、測量・調

査・設計業務等受注者に対し、必要な対処案の作成を指示し、その結果について調査職員と協議する

ものとする。 

４）地元及び関係行政機関等との協議資料の作成 

調査職員から指示があった場合には、地元及び関係行政機関等との協議資料を作成するものとする。 

 

＜有効な取り組み事例（地元及び関係行政機関等との協議）＞ 

・施工担当の技術者が、工事発注前に現地を調査した際、電線の細さから電力不足による事業工程の

遅延を懸念した。トンネル施工に必要な電力量を算定した結果、供給量不足が判明したため、工事用

電力確保に向けて電力会社と事前協議し、工事発注前に需給仮契約を締結、スムーズな工事着手によ

り遅延リスクを回避した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.8 関係機関との協議例 
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・河川を跨ぐ新設橋梁の桁高制限、付替国道の線形の悪化が課題となった。合意形成に時間を要する

河川付替について、河川管理者と 1.5 ヶ月で 7 回の協議を行い、河岸の保護対策の実施を条件に橋梁

から盛土構造への変更と河川付替形状を確定することで合理的な設計を実現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.9 関係機関との協議例 

 

＜直轄事業で多いリスク事例（地元及び関係行政機関等との協議等）＞ 

■事例６ 橋梁工事において、交差する道路の管理者との協議の結果、架設時の交通規制が設計段階

の想定より厳格化された。 

■事例７ 橋梁工事において、警察協議の結果、設計段階に想定していた迂回路が不許可となり、工

法の変更が必要となった。 

■事例８ 函渠工事において、電力会社との架空線の移設交渉が遅延し、施工時の上空制限が設計段

階の想定よりも厳格化されたことにより、工法の変更が必要となった。 

■事例９ トンネル工事において、地元住民からの要望により，設計段階に想定していた昼夜間施工

が不可能となり、工程に影響を与えた。 

《事例６～９からの教訓》 

詳細設計を終え、施工に着手する段階になり、地元及び関係行政機関等との協議を行った結果、

施工条件が設計段階の想定よりも、より厳しい側に変更される例が多い。工事を円滑に進めるため、

施工に精通した技術者の確認によるリスクの低減や、地元及び関係行政機関等との協議を適切なタ

イミングで実施することにより、施工段階の手戻りを回避することが重要である。 

 

（４）事業管理等 

 「事業管理等」は、（１）で作成した事業全体計画、（２）で把握・調整した測量・調査・設計業

務等の工程、（３）で実施した地元及び関係行政機関等との協議結果、監理業務受注者が持つ技術的

知見を活かして、１）事業全体計画の進捗状況管理、２）事業期間の短縮に関する検討、３）事業の

コスト縮減に関する検討、４）用地取得計画の検討及び用地進捗管理、５）工事計画の検討、６）事

業に関する情報公開、７）その他事業の推進に関することを行うものである。 

特記仕様書の記載例、「（４）事業管理等」における有効な取り組み事例、直轄事業で多いリスク

事例を以下に示す。 
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＜特記仕様書の記載例（事業管理等）＞ 

（４）事業管理等 

１）事業全体計画の進捗状況管理 

①（１）の事業全体計画の整理において作成した事業全体計画の工程と、実際の事業進捗状況を常に

把握し、把握した結果を調査職員に報告するものとする。 

②事業進捗状況により、事業計画の変更や作業手順の見直しを必要に応じて実施し、調査職員に報告

するものとする。また、（１）で整理した事業全体計画、工程表に変更が生じた場合は、速やかに更

新するものとする。 

２）事業期間の短縮に関する検討 

①供用目標が達成できるよう、事業期間を短縮するためのメニューについて提案を行い、調査職員に

報告するものとする。 

②調査職員の指示により、提案に基づく事業計画等の見直しを行うものとし、その結果について調査

職員に報告するものとする。 

３）事業のコスト縮減に関する検討 

①対象業務の設計図書に定める工事目的物の機能、性能を低下させることのない、計画段階における

コスト縮減の提案を行い、調査職員に報告するものとする。 

②調査職員の指示により、提案に基づく具体的な検討を行うものとし、その結果について調査職員に

報告するものとする。 

４）用地取得計画の検討及び用地進捗管理 

①用地取得の進捗状況を整理すると共に、法令等による土地利用制限のある土地を把握し、工事の早

期着工及び事業実施期間短縮のための用地取得計画の提案を行うものとする。 

②支障となる公共施設の移転時期及び移転方法の調整を行う。 

５）工事計画の検討 

①事業計画及び事業の進捗状況等を考慮し、効率的な工事計画の検討を行い、調査職員に報告するも

のとする。 

②工事計画及び調査・設計業務の成果に基づき、工事発注計画の作成に必要な概略数量計算、図面の

整理及び確認を行い、調査職員に提出するものとする。 

③①の業務を行うにあたり、必要な資料の取りまとめを行う。 

６）事業に関する情報公開、広報の企画及び実施 

①当該事業区間に関する情報公開のために、必要な資料を準備するものとする。 

②事業に関する広報計画の立案を行うものとし、調査職員との協議により広報計画に定める広報を実

施するものとする。 

７）その他事業の推進に関すること 

 その他、事業推進に関する事項について検討を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




